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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２７年１２月３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２７年６月７日 ０８時２０分ごろ 

発生場所 北海道函館市函館漁港西方沖 

 函館漁港西防波堤灯台から真方位２４８°６７０ｍ付近 

 （概位 北緯４１°４６.３′ 東経１４０°４１.４′） 

事故の概要  漁船第五十六昭
しょう

福
ふく

丸は、南西進中、また、プレジャーボート芳
よし

丸

は、錨泊中、両船が衝突した。 

 第五十六昭福丸は、右舷船首に擦過傷を生じ、また、芳丸は、左舷

中央に擦過傷を、船外機に濡損を生じた。 

事故調査の経過  平成２７年６月８日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 第五十六昭福丸、９.７トン 

   ＨＫ２－２２４３８（漁船登録番号）、個人所有 

   １４.６１ｍ（Lr）×３.８０ｍ×１.３１ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、５０４kＷ（動力漁船登録票による）、平成６

年４月２７日 

Ｂ プレジャーボート 芳丸、５トン未満 

   ２０２－７４０１北海道、個人所有 

   ３.２７ｍ（Lr）×１.２５ｍ×０.５０ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、３.７０kＷ、平成１４年３月１２日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５７歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５３年５月１９日 

    免許証交付日 平成２５年４月１２日 

           （平成３１年３月１４日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６６歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成７年３月８日 

    免許証交付日 平成２７年４月２３日 

           （平成３２年６月２７日まで有効） 

 死傷者等 なし 
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 損傷 Ａ 右舷船首に擦過傷 

Ｂ 左舷中央に擦過傷、船外機に濡損 

気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 ２、視界 良好 

海象：平穏 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、いか一本釣り漁を行うため、平

成２７年６月７日０８時１０分ごろ函館漁港を出港し、津軽海峡西口

の漁場に向かった。 

 船長Ａは、函館漁港西防波堤灯台（以下「西防波堤灯台」とい

う。）先端付近で左舷方に視線を向けたとき、西防波堤灯台通過後の

船首目標としていた北海道矢
や

越
ごし

岬方向に多数のプレジャーボートを認

めたので、それらを避けるため、通常より右舷方となる北海道葛
かっ

登
と

支
し

岬に向けて変針することとした。 

 船長Ａは、西防波堤灯台先端付近で、左転して葛登支岬灯台に向

け、その後、船首方に死角を有していたものの、矢越岬方向に認めた

多数のプレジャーボートを避ける方向に変針したので、船首方に他船

はいないものと思い、操舵室の右舷側に立ち、約８ノットの対地速力

により自動操舵で南西進した。 

 船長Ａは、後方から接近してきた１隻のプレジャーボート（以下

「Ｃ船」という。）から衝突した旨を告げられてＢ船と衝突したこと

を知った。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、知人（以下「同乗者Ｂ」とい

う。）を乗せ、０５時４０分ごろ函館漁港西方沖で、船首から錨を投

じて船外機をチルトアップし、船首を南西方に向けて錨泊した。 

 船長Ｂは、船尾に座って船首方を向き、同乗者Ｂは、船首に座って

船尾方を向き、それぞれ救命胴衣を着用して魚釣りを行っていた。 

 船長Ｂは、同乗者Ｂから、正船尾方約８０ｍからＢ船に向けてＡ船

が接近してくる旨を告げられ、一度船尾方を振り向いたが、Ａ船がい

ずれ錨泊中のＢ船を避けてくれるものと思い、船首方を向いて釣りを

続けた。 

 Ｂ船は、船長Ｂが、同乗者Ｂから、Ａ船がＢ船を避けずに接近する

旨を告げられて再度振り向いたところ、Ａ船が至近に接近しており、

危険を感じて二人で大声を出したものの、０８時２０分ごろ、Ｂ船の

左舷中央とＡ船の右舷船首とがほぼ平行に衝突した。 

 Ｂ船は、衝突の衝撃で右舷側に転覆し、船長Ｂ及び同乗者Ｂは海に

投げ出されたが、海上に浮いていたところをＣ船ほか１隻のプレジャ

ーボートにより、それぞれ救助された。 

 Ｂ船は、付近にいた別のプレジャーボートに横抱きされて函館漁港

に戻った。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項  Ａ船は、前部甲板に設置したオーニングやいか釣り機で、船首方に
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 両舷とも約３０°の範囲が死角となっていた。 

 船長Ａは、船首方に他船を認めた場合、死角を補う措置として、舷

側のいか釣り機の台の上で見張りを行うこととしていた。 

 船長Ａは、西防波堤灯台先端付近で、左舷方に視線を向けた際、葛

登支岬方向で錨泊しているＢ船に気付かなかった。 

 Ｂ船は、錨泊中を示す法定の形象物を表示していなかった。 

 Ｂ船は、有効な音響による信号を行うことができる手段として、救

命胴衣の笛を備えていたが、本事故当時、船長Ｂは使用しなかった。 

 船長Ｂは、約３年前から、毎年４月から９月までの間、月に約３回

Ｂ船に乗り、本事故発生場所付近で錨泊して釣りを行っていたが、ふ

だん、航行中の船舶が錨泊中のＢ船を避けてくれていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、函館漁港西方沖において南西進中、船長Ａが、船首方に他

船はいないものと思い、死角を補う見張りを適切に行っていなかった

ことから、船首方で錨泊中のＢ船に気付かずに航行し、Ｂ船と衝突し

たものと考えられる。 

 船長Ａは、矢越岬方向に認めた多数のプレジャーボートを避ける方

向に変針したことから、船首方に他船はいないものと思ったものと考

えられる。 

 Ｂ船は、函館漁港西方沖で釣りのため錨泊中、船長Ｂが、正船尾方

約８０ｍから接近するＡ船を認めたが、Ａ船がいずれ錨泊中のＢ船を

避けてくれるものと思い、見張りを適切に行っていなかったことか

ら、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ｂは、これまで航行中の船舶が錨泊中の自船を避けてくれてい

たことから、航行中のＡ船が錨泊中のＢ船を避けてくれるものと思っ

たものと考えられる。 

原因  本事故は、函館漁港西方沖において、Ａ船が南西進中、Ｂ船が釣り

のため錨泊中、船長Ａが、船首方に他船はいないものと思い、船首死

角を補う見張りを適切に行っておらず、また、船長Ｂが、Ａ船がいず

れ錨泊中のＢ船を避けてくれるものと思い、見張りを適切に行ってい

なかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられ

る。 

参考  本事故後、船長Ａは、プレジャーボートが釣りをする海域を航行す

る際は、死角を補う措置として、船首部に立ち、リモコンによる手動

操舵で操船することとした。 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 
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 ・航行中は、周囲の見張りを適切に行うこと。 

 ・長さ７ｍ未満の船舶であっても、他の船舶が通常航行する水域で

錨泊する場合は、錨泊中を示す法定の形象物を表示すること。 

 ・錨泊中に接近する他船を認めた場合、その動向に注意し、必要に

応じて衝突を避けるための措置を講じること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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